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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源と、前記駆動源によって駆動される駆動部材と、前記駆動部材に連動して、使用
状態と収納状態との間で移動する発光部とを有する撮像装置であって、
　前記駆動部材には、
　前記発光部と係合する際には、前記撮像装置が撮像可能状態となるときに、前記発光部
を前記使用状態にして、前記撮像装置が撮像不能状態となるときに、前記発光部を前記収
納状態にする第１のカムと、
　前記発光部と前記第１のカムとが係合し、前記撮像装置が前記撮像可能状態となるとき
に、手動操作によって前記発光部を前記使用状態から前記収納状態に移動させた場合に、
前記発光部と前記第１のカムとの係合が解除され、前記発光部と係合する第２のカムと、
が形成され、
　前記発光部が前記第２のカムと係合する場合には、前記発光部を前記収納状態のまま、
前記撮像装置を前記撮像可能状態から前記撮像不能状態とすることを特徴とする撮像装置
。
【請求項２】
　前記第１のカムと前記第２のカムは連結されず、前記発光部と前記第２のカムとが係合
した状態で、前記撮像装置が前記撮像可能状態から前記撮像不能状態となるときには、前
記発光部と前記第２のカムとの係合が解除され、前記発光部と前記第１のカムとが係合す
ることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
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【請求項３】
　前記発光部は、前記使用状態と前記収納状態との間で移動する発光ユニットと、前記第
１のカムまたは前記第２のカムと係合して移動することで前記発光ユニットを前記使用状
態と前記収納状態との間で移動させる移動部材とを有することを特徴とする請求項１また
は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記移動部材には、前記第１のカムまたは前記第２のカムと係合可能であって、前記第
１のカムまたは前記第２のカムとの係合を解除する際に、前記移動部材の内部に退避する
フォロワーが形成されることを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記駆動部材には、前記撮像装置が前記撮像不能状態となるときに、手動操作によって
、前記発光部を前記収納状態から前記使用状態に移動させた場合に、前記発光部と前記第
１のカムとの係合が解除され、前記発光部と係合する第３のカムが形成され、
　前記発光部が前記第３のカムと係合する場合には、前記発光部を前記使用状態のまま、
前記撮像装置を前記撮像不能状態から前記撮像可能状態とすることを特徴とする請求項１
に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第１のカムと前記第３のカムは連結されず、前記発光部と前記第３のカムとが係合
した状態で、前記撮像装置が前記撮像不能状態から前記撮像可能状態となるときには、前
記発光部が前記第３のカムとの係合が解除され、前記発光部と前記第１のカムとが係合す
ることを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記撮像装置は沈胴状態と繰り出し状態との間で移動するレンズ鏡筒を有し、
　前記撮像装置が前記撮像不能状態となるときに、前記駆動部材は前記レンズ鏡筒を前記
沈胴状態に駆動し、前記撮像装置が前記撮像可能状態となるときに、前記駆動部材は前記
レンズ鏡筒を前記繰り出し状態に駆動することを特徴とする請求項１ないし６のいずれか
１項に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用状態と収納状態との間で移動する発光部を有する撮像装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の撮像装置において、発光ユニットは電源オフ時などの撮像不能状態では
収納状態となり、電源オン時などの撮像可能状態では、撮像装置本体から突出した使用状
態となる。
【０００３】
　特許文献１には、レンズ鏡筒の沈胴位置からの繰り出し動作、および沈胴位置への繰り
込み動作に連動し、発光ユニットを使用状態と収納状態との間で移動させる撮像装置が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０７－１９９２９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の撮像装置では、撮像可能状態となるレンズ鏡筒が繰り出した状態では発光ユニッ
トは常に突出した使用状態となり、撮像不能状態となるレンズ鏡筒が沈胴状態では常に収
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納状態となる。
【０００６】
　これは、電源オンと同時に発光ユニットが突出した使用状態とすることで、撮影の機会
を逃さないという利点はある。しかし、ストロボの発光をさせない場合でも、電源オンと
同時に発光ユニットを突出させてしまうため、被写体にストロボの発光を予期させてしま
う。
【０００７】
　また、発光ユニットの使用状態と収納状態との間の移動を、レンズ鏡筒の沈胴位置と繰
り出し位置との移動に連動させると、撮像可能状態では発光ユニットが常に突出してしま
い、撮像装置のホールディングを妨げてしまうという課題があった。
【０００８】
　このような課題に鑑みて、本発明の目的は、撮像可能状態にて使用状態となった発光ユ
ニットを手動で収納状態とすることができるとともに、発光ユニットを収納状態としたま
ま、撮像装置を撮像不能状態とすることの可能な撮像装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の撮像装置は、駆動源と、前記駆動源によって駆動される駆動部材と、前記駆動
部材に連動して、使用状態と収納状態との間で移動する発光部とを有する撮像装置であっ
て、前記駆動部材には、前記発光部と係合する際には、前記撮像装置が撮像可能状態とな
るときに、前記発光部を前記使用状態にして、前記撮像装置が撮像不能状態となるときに
、前記発光部を前記収納状態にする第１のカムと、前記発光部と前記第１のカムとが係合
し、前記撮像装置が前記撮像可能状態となるときに、手動操作によって前記発光部を前記
使用状態から前記収納状態に移動させた場合に、前記発光部と前記第１のカムとの係合が
解除され、前記発光部と係合する第２のカムと、が形成され、前記発光部が前記第２のカ
ムと係合する場合には、前記発光部を前記収納状態のまま、前記撮像装置を前記撮像可能
状態から前記撮像不能状態とすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、撮像可能状態にて使用状態となった発光部を手動で収納状態とするこ
とができるとともに、発光部を収納状態としたまま、撮像装置を撮像不能状態とすること
の可能な撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例であるデジタルカメラの外観斜視図である。
【図２】レンズ鏡筒ユニットの分解斜視図である。
【図３】レンズ鏡筒ユニットを説明する図である。
【図４】発光ユニットの分解斜視図である。
【図５】発光部を説明する図である。
【図６】発光部が使用状態と収納状態との間で移動する動作を説明する図である。
【図７】駆動環３０に形成される３つのカム形状を説明する図である。
【図８】発光部の動作を説明する図である。
【図９】発光部が手動操作される際の動作を説明する図である。
【図１０】収納状態となった発光部を、手動操作によって使用状態まで移動させる動作を
説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施例について、図１～１０を参照しながら詳細に説明する。
【００１３】
　図１は本発明を実施した撮像装置としてのデジタルカメラを説明するものであって、本
実施例のデジタルカメラの４つの状態を説明する図である。図１（ａ）は、撮像不能状態
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の一例である電源オフ状態を示している。この状態ではレンズ鏡筒ユニットＬは沈胴状態
となり、発光ユニット１は収納状態となる。図１（ｂ）は、撮像可能状態の一例である電
源オン状態を示している。この状態ではレンズ鏡筒ユニットＬは繰り出し状態となり、発
光ユニット１は使用状態となる。図１（ｃ）は、図１（ｂ）に示す状態から、発光ユニッ
ト１を手動操作によって使用状態から収納状態に移動させた状態を示している。この状態
ではレンズ鏡筒ユニットＬは繰り出し状態となり、発光ユニット１は収納状態となる。図
１（ｄ）は、図１（ａ）に示す状態から、発光ユニット１を手動操作によって収納状態か
ら使用状態に移動させた状態を示している。この状態ではレンズ鏡筒ユニットＬは沈胴状
態となり、発光ユニット１は使用状態となる。
【００１４】
　本実施例のデジタルカメラは図１（ｂ）の状態から手動操作によって、図１（ｃ）の状
態とすることができる。そして、図１（ｃ）の状態で電源をオフしたときに、発光部Ｓは
収納状態のまま、図１（ａ）の状態となる。また、本実施例のデジタルカメラは図１（ａ
）の状態から図１（ｄ）の状態とすることができる。そして、図１（ｄ）の状態で電源を
オンしたときに、発光部Ｓは使用状態のまま、図１（ｂ）の状態となる。
【００１５】
　図２はデジタルカメラのレンズ鏡筒ユニットＬの分解斜視図である。
　レンズ鏡筒ユニットＬは、１群レンズ、２群レンズおよび不図示の３群レンズから構成
される。１群レンズは１群レンズホルダ１０に保持され、２群レンズは２群レンズホルダ
１１に保持される。直進案内板１２には、１群レンズホルダ１０を光軸方向へ移動可能に
支持する１群案内棒１３が形成されている。１群案内棒１３は、１群レンズホルダ１０の
内面に形成された光軸方向へ延びる不図示の溝に係合している。同様に、直進案内板１２
には、２群レンズホルダ１１を光軸方向へ移動可能に支持する２群案内棒１５が一体的に
形成されている。２群案内棒１５は２群レンズホルダ１１の外周部に設けられた２群直進
穴１４に係合し、２群レンズホルダ１１を光軸方向へ移動可能に支持する。
【００１６】
　したがって、直進案内板１２に形成される１群案内棒１３および２群案内棒１５によっ
て、１群レンズホルダ１０および２群レンズホルダ１１は光軸方向へ移動を案内される。
また、直進案内板１２のフランジ部の外縁部には複数の突起１６が形成されている。突起
１６が固定カム環１７の内面に設けられた光軸方向へ伸びる複数の溝１８にそれぞれ係合
することにより、直進案内板１２は光軸方向へ移動可能に支持される。
【００１７】
　移動カム環１９の外周面には、外周面を３等分するようにカムフォロワー２０が形成さ
れる。カムフォロワー２０は固定カム環１７の内面に形成された同形状の３本のカム２１
にそれぞれカム係合する。これによって、移動カム環１９の回転に伴いカムフォロワー２
０はカム２１をトレースし、移動カム環１９は回転しながら光軸方向に移動する。
【００１８】
　さらに、移動カム環１９の内周面後端部に設けられた係合溝２２に、直進案内板１２の
フック２３が係合することによって、直進案内板１２は移動カム環１９に対して回転可能
に係合する。これにより、移動カム環１９の光軸方向への移動にともない、直進案内板１
２もともに光軸方向へ移動する。
【００１９】
　１群レンズホルダ１０の外周面部には、外周面を３等分するように１群カムフォロワー
２４が形成される。１群カムフォロワー２４は移動カム環１９の内周面に設けられた同形
状の３本の１群カム２５にそれぞれカム係合する。これによって、移動カム環１９の回転
に伴って１群カムフォロワー２４は１群カム２５をトレースする。また、１群レンズホル
ダ１０は光軸方向へ移動するよう案内されているので、１群レンズホルダ１０は移動カム
環１９の回転に伴って１群カム２５の光軸方向への変位量に合わせて移動する。
【００２０】
　２群レンズホルダ１１の外周面部には、外周面を３等分するように２群カムフォロワー
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２６が形成される。２群カムフォロワー２６は、移動カム環１９の内周面に設けられた同
形状の３本の２群カム２７にそれぞれカム係合する。これによって、移動カム環１９の回
転に伴って２群カムフォロワー２６は２群カム２７をトレースする。また、２群レンズホ
ルダ１１は光軸方向へ移動するよう案内されているので、２群レンズホルダ１１は移動カ
ム環１９の回転に伴って２群カム２７の光軸方向への変位量に合わせて移動する。
【００２１】
　移動カム環１９の外周面には、外周面を３等分するように駆動ピン２８が形成される。
駆動ピン２８は固定カム環１７の内周面から外周面に貫通するカム穴２９を貫通して固定
カム環１７の外周面から突出する。カム２１とカム穴２９は同形状であり、移動カム環１
９の固定カム環１７に対する回転繰り出し移動に対して、駆動ピン２８はカム穴２９をト
レースしてカム環１７から突出した状態を維持する。
【００２２】
　駆動部材としての駆動環３０は固定カム環１７の外周面に嵌合して回転自在に支持され
る。駆動環３０の内周面には、光軸方向へ伸びる溝３１が３等分にするように配置され、
溝３１に駆動ピン２８がそれぞれ係合する。これにより、駆動環３０の回転が溝３１と駆
動ピン２８を介して移動カム環１９へと伝達される。
【００２３】
　このように、１群レンズホルダ１０、２群レンズホルダ１１、直進案内板１２、固定カ
ム環１７、移動カム環１９および駆動環３０は一体となり、それぞれが連携して動作する
。そしてこの一体となった部品は鏡筒ベース３２へと組み込まれる。さらに、撮像素子を
保持する撮像素子ホルダ３３が鏡筒ベース３２とともに固定カム環１７のフランジ部分を
挟み込むように固定される。
【００２４】
　レンズ鏡筒ユニットＬの駆動源４４は電力を動力へと変換する電磁モーターである。駆
動源４４の動力はギア列４５を介して駆動環３０の外周面に形成された駆動環ギア４６へ
と伝達される。これにより、駆動源４４への通電によって駆動環３０を回転させることが
できる。
【００２５】
　鏡筒ベース３２は駆動源４４およびギア列４５を保持するとともに、移動部材としての
スライダ３７を光軸方向に移動可能に保持する。スライダ３７は鏡筒ベース３２に保持さ
れたスライダシャフト３８に案内されることで、鏡筒ベース３２上において、光軸方向へ
移動可能となっている。スライダ３７には、スライダ３７の内部に進退可能なフォロワー
としてのストロボフォロワー３９が形成され、ストロボフォロワー３９は圧縮ばね４０に
よってスライダ３７から突出する方向に付勢されている。
【００２６】
　駆動環３０の外周面には、ストロボフォロワー３９と係合可能な第１のストロボカム３
０ａ、第２のストロボカム３０ｂおよび第３のストロボカム３０ｃが形成されている。ス
トロボフォロワー３９が第１のストロボカム３０ａと係合する場合には、駆動環３０が回
転することによって、スライダ３７は鏡筒ベース３２上で光軸方向に移動する。
【００２７】
　図３は、レンズ鏡筒ユニットＬを説明する図である。図３（ａ）はレンズ鏡筒ユニット
Ｌの外観斜視図である。図３（ａ）の状態ではレンズ鏡筒ユニットＬは沈胴状態となって
いる。図３（ｂ）は図３（ａ）の状態におけるレンズ鏡筒ユニットＬの外観正面図である
。図３（ｃ）はレンズ鏡筒ユニットＬの図３（ｂ）におけるＡ－Ａ断面図である。
【００２８】
　図３（ａ）に示すように、スライダ３７にはＵ字部３７ａが形成され、後述するストロ
ボホルダー４０８から突出形成される突起４０８ｂを挟み込む。図３（ｃ）に示すように
、スライダ３７には、スライダ３７をスライダシャフト３８に支持した状態で、駆動環３
０の外周面に対して略垂直となる穴部が形成され、この穴部にストロボフォロワー３９お
よび圧縮ばね４０が挿入されている。図３（ｃ）の状態では、ストロボフォロワー３９は
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第１のストロボカム３０ａと係合している。
【００２９】
　図４はデジタルカメラの発光ユニット１の分解斜視図である。
　図４（ａ）は、発光ユニット１の分解斜視図で、４０１は、キセノン管であり、リード
線４０２によって、図４（ｂ）に示すフレキシブル配線基板４０３と電気的に接続される
。フレキシブル配線基板４０３は発光制御を行うストロボ基板４０４と電気的に接続され
ている。反射笠４０５はキセノン管４０１からの光を集光させる。キセノン管ゴム４０６
はキセノン管４０１の端子部の絶縁を行うとともに、キセノン管４０１を反射笠４０５側
へ付勢する。プリズムパネル４０７はキセノン管４０１と反射笠４０５からの光を所望の
範囲に照射する。
【００３０】
　キセノン管４０１、反射笠４０５、キセノン管ゴム４０６およびプリズムパネル４０７
をストロボホルダー４０８に配置した後、ストロボカバー２をストロボホルダー４０８に
ビスによって固定することで、発光ユニット１は組み立てられる。
【００３１】
　図４（ｂ）は、発光ユニット１が使用状態と収納状態との間で移動するように保持する
構造を説明する図である。
【００３２】
　発光ユニット１は、ストロボシャフト３０２によってストロボベース３０１に対して回
動可能に支持される。ストロボホルダー４０８には、トグルばね４０９の一端を引っ掛け
る軸４１０が圧入されている。トグルばね４０９の他端はストロボベース３０１に備える
軸３０１ａに引っ掛けられる。トグルばね４０９は、ストロボシャフト３０２を回動中心
に発光ユニット１を使用状態および収納状態に付勢する付勢部材として機能する。
【００３３】
　フレキシブル配線基板４０３、ストロボ基板４０４およびストロボコンデンサー４１２
は取り付け部材４１１に取り付けられる。ストロボベース３０１もビスによって取り付け
部材４１１に取り付けられる。
【００３４】
　フレキシブル配線基板４０３には、レバー式検知スイッチ４０３ａが実装され、発光ユ
ニット１が使用状態であるのか、収納位置であるのかを検知する。レバー式検知スイッチ
４０３ａは取り付け部材４１１に備える穴４１１ａからレバー部分が突出するように配置
される。したがって、発光ユニット１が収納状態となるときには、ストロボホルダー４０
８の突起４０８ａが検知スイッチ４０３ａのレバー部分を押し込む。一方、発光ユニット
１が使用状態となるときには、突起４０８ａは検知スイッチ４０３ａのレバー部分に接触
しない。検知スイッチ４０３ａによって発光ユニット１が使用状態であると検知するとき
のみ、デジタルカメラは発光ユニット１を発光させる制御を行う。
【００３５】
　図５はデジタルカメラの発光部を説明する図である。本実施例では、発光ユニット１お
よびスライダ３７をあわせて発光部という。
【００３６】
　図５では、鏡筒ベース３２、取り付け部材４１１などを省略している。上述したように
、駆動環３０が回転すると、ストロボフォロワー３９が第１のストロボカム３０ａをトレ
ースして、スライダ３７は光軸方向に移動する。そして、発光ユニット１は、ストロボベ
ース３０１に対して回動可能に支持される。図５に示すように、ストロボホルダー４０８
から突出形成される突起４０８ｂがスライダ３７に形成されるＵ字部３７ａに入り込む。
したがって、スライダ３７が光軸方向に移動することで、Ｕ字部３７ａの壁３７ａ１また
は壁３７ａ２が突起４０８ｂを押し込むことで、発光ユニット１は収納状態と使用状態と
の間を移動する。
【００３７】
　図６は発光部が使用状態と収納状態との間で移動する動作を説明する図である。
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　図６（ａ）は発光ユニット１を収納した収納状態を示している。図６（ａ）に示すよう
に、この状態では突起４０８ｂはＵ字部３７ａのいずれの壁とも当接していないが、発光
ユニット１はトグルばね４０９によって、収納状態となる方向に付勢されているので、発
光ユニット１は収納状態を保持できる。
【００３８】
　図６（ｂ）は図６（ａ）の状態からスライダ３７が矢印Ｑ方向に移動した状態を示して
いる。この状態で、Ｕ字部３７ａの壁３７ａ２が突起４０８ｂと当接し、トグルばね４０
９の付勢力に抗して、発光ユニット１を使用状態へ移動させる。
【００３９】
　図６（ｂ）の状態からスライダ３７がトグルばね４０９の付勢力の方向が反転する地点
まで発光ユニット１を移動させると、トグルばね４０９の付勢方向が反転して、発光ユニ
ット１は使用状態の方向に付勢される。図６（ｃ）は発光ユニット１が使用状態となった
様子を示している。このとき、突起４０８ｂはＵ字部３７ａのいずれの壁とも当接してい
ないが、発光ユニット１はトグルばね４０９によって、使用状態となる方向に付勢されて
いるので、発光ユニット１は使用状態を保持できる。
【００４０】
　このように、スライダ３７を光軸方向に移動させることによって、発光ユニット１は収
納状態から使用状態へ移動する。発光ユニット１を使用状態から収納状態へ移動する場合
には、図６（ｃ）の状態からスライダ３７を図中の左方向に移動させればよい。
【００４１】
　図７は駆動環３０に形成される３つのカム形状を説明する図である。
　図７（ａ）は、駆動環３０の正面図および側面図である。図７（ｂ）は、図７（ａ）の
Ｂ－Ｂ断面図である。図７（ｃ）は、駆動環３０を展開し、第１のストロボカム３０ａ、
第２のストロボカム３０ｂおよび第３のストロボカム３０ｃが形成される部分を拡大した
図である。
【００４２】
　図８は発光部の動作を説明する図である。
　図８（ａ）は、本実施例のデジタルカメラが図１（ａ）の状態となるときの発光部の状
態を示している。図８（ｂ）は、本実施例のデジタルカメラが図１（ｂ）の状態となると
きの発光部の状態を示している。図８（ｃ）は、本実施例のデジタルカメラが図１（ｃ）
の状態となるときの発光部の状態を示している。図８（ｄ）は、本実施例のデジタルカメ
ラが図１（ｄ）の状態となるときの発光部の状態を示している。
【００４３】
　図７（ａ）～（ｃ）に示すように、駆動環３０には第１のカムとしての第１のストロボ
カム３０ａ、第２のカムとしての第２のストロボカム３０ｂおよび第３のカムとしての第
３のストロボカム３０ｃが形成されている。第１のストロボカム３０ａは、レンズ鏡筒ユ
ニットＬが沈胴状態から繰り出し状態となるときに、発光ユニット１を収納状態から使用
状態にするカムである。また、第１のストロボカム３０ａは、レンズ鏡筒ユニットＬが繰
り出し状態から沈胴状態となるときに、発光ユニット１を使用状態から収納状態にするカ
ムである。したがって、発光部が図８（ａ）に示す状態と図８（ｂ）に示す状態との間で
変化するとき、スライダ３７のストロボフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａをト
レースする。
【００４４】
　第２のストロボカム３０ｂは、レンズ鏡筒ユニットＬが繰り出し状態で、発光ユニット
１が収納状態となったときに、発光ユニット１が収納状態のまま、レンズ鏡筒ユニットＬ
を繰り出し状態から沈胴状態にするカムである。また、第２のストロボカム３０ｂは、レ
ンズ鏡筒ユニットＬが沈胴状態から繰り出し状態となるときに、発光ユニット１を押さえ
込んで収納状態のまま、レンズ鏡筒ユニットＬを沈胴状態から繰り出し状態にするカムで
ある。したがって、発光部が図８（ｃ）に示す状態と図８（ａ）に示す状態との間で変化
するとき、スライダ３７のストロボフォロワー３９は第２のストロボカム３０ｂをトレー
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スする。
【００４５】
　第３のストロボカム３０ｃは、レンズ鏡筒ユニットＬが沈胴状態で、発光ユニット１が
使用状態となったときに、発光ユニット１の使用状態を維持して、レンズ鏡筒ユニットＬ
を沈胴状態から繰り出し状態にするカムである。また、第３のストロボカム３０ｃは、発
光ユニット１を使用状態に押さえ込んで、レンズ鏡筒ユニットＬが繰り出し状態から沈胴
状態となるときに、発光ユニット１の使用状態を維持して、レンズ鏡筒ユニットＬを繰り
出し状態から沈胴状態にするカムである。したがって、発光部が図８（ｂ）に示す状態と
図８（ｄ）に示す状態との間で変化するとき、スライダ３７のストロボフォロワー３９は
第３のストロボカム３０ｃをトレースする。
【００４６】
　図７（ｃ）において、図８（ａ）に示すレンズ鏡筒ユニットＬが沈胴状態となり、発光
ユニット１が収納状態となるとき、スライダ３７のストロボフォロワー３９はポジション
３０ａ１に位置する。図８（ｂ）に示すレンズ鏡筒ユニットＬが繰り出し状態としてのワ
イド状態となり、発光ユニット１が使用状態となるとき、スライダ３７のストロボフォロ
ワー３９はポジション３０ａ２に位置する。レンズ鏡筒ユニットＬが繰り出し状態として
のテレ状態となり、発光ユニット１が使用状態となるとき、スライダ３７のストロボフォ
ロワー３９はポジション３０ａ３に位置する。第１のストロボカム３０ａは、ポジション
３０ａ１とポジション３０ａ２との間で発光ユニット１を収納状態と使用状態との間で移
動させ、ポジション３０ａ２とポジション３０ａ３との間ではカムリフトがほぼ０となる
ように設定される。
【００４７】
　図８（ｂ）に示すように、スライダ３７のストロボフォロワー３９がポジション３０ａ
２に位置するときに、発光ユニット１を手動操作によって収納状態とすると、図８（ｃ）
に示す状態になる。このとき、ストロボフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａとの
係合を解除して、ポジション３０ｂ２にて第２のストロボカム３０ｂと係合する。同様に
、ストロボフォロワー３９がポジション３０ａ３に位置するときに、発光ユニット１を手
動操作によって収納状態とすると、ストロボフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａ
との係合を解除する。そして、ストロボフォロワー３９はポジション３０ｂ３にて第２の
ストロボカム３０ｂと係合する。
【００４８】
　図９は発光部が手動操作される際の動作を説明する図である。図９（ａ）は、スライダ
３７のストロボフォロワー３９がポジション３０ａ２に位置する状態を示している。この
状態で発光ユニット１を手動操作によって収納されると、図９（ｂ）に示すように、スラ
イダ３７に矢印Ｆ１方向の力が作用し、ストロボフォロワー３９が圧縮ばね４０の付勢力
に抗して、矢印Ｐ方向に移動する。すなわち、ストロボフォロワー３９はスライダ３７の
内部に退避する。
【００４９】
　これによって、ストロボフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａとの係合を解除し
て、スライダ３７は矢印Ｆ１方向に移動する。そして、図９（ｃ）に示す状態となるとき
に、ストロボフォロワー３９が圧縮ばね４０の付勢力によって、第２のストロボカム３０
ｂに挿入される。このとき、ストロボフォロワー３９が第２のストロボカム３０ｂに挿入
される際に、ストロボフォロワー３９の先端が第２のストロボカム３０ｂの斜面をすべる
こととなるので、矢印Ｆ１方向の力がスライダ３７に作用する。そして、図９（ｄ）に示
すように、第２のストロボカム３０ｂと係合する。このように、ストロボフォロワー３９
は、駆動環３０の外周面に対して略垂直となるスライダ３７の穴部に進退するので、スト
レスなくカムとの係合と係合の解除を行うことができる。
【００５０】
　ストロボフォロワー３９が第２のストロボカム３０ｂと係合するときに、レンズ鏡筒ユ
ニットＬが繰り出し状態から沈胴状態となると、ストロボフォロワー３９は図７（ｃ）に
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示す第２のストロボカム３０ｂの右端までトレースする。そして、ストロボフォロワー３
９は第２のストロボカム３０ｂとの係合を解除して、図７（ｃ）の矢印Ｂ１方向に進み、
第１のストロボカム３０ａと係合して、ポジション３０ａ１に位置する。
【００５１】
　ストロボフォロワー３９がポジション３０ａ１に位置するとき、発光ユニット１を収納
状態に押さえ込んで、レンズ鏡筒ユニットＬを沈胴状態からワイド状態にする。このとき
、ストロボフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａとの係合を解除して、図７（ｃ）
の矢印Ｂ２方向に進む。そして、ストロボフォロワー３９は第２のストロボカム３０ｂと
係合して、ポジション３０ｂ２に位置する。
【００５２】
　図８（ａ）に示すように、ストロボフォロワー３９がポジション３０ａ１に位置すると
き、発光ユニット１を手動操作によって使用状態とすると、図８（ｄ）に示す状態になる
。このとき、ストロボフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａとの係合を解除して、
ポジション３０ｃ１にて第３のストロボカム３０ｃと係合する。ストロボフォロワー３９
がポジション３０ｃ１に位置するとき、レンズ鏡筒ユニットＬを沈胴状態からワイド状態
にすると、ストロボフォロワー３９は第３のストロボカム３０ｃとの係合を解除して、矢
印Ｃ２方向に進む。そして、ストロボフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａと係合
して、ポジション３０ａ２に位置する。
【００５３】
　ストロボフォロワー３９がポジション３０ａ２に位置するとき、発光ユニット１を押さ
え込んで使用状態のまま、レンズ鏡筒ユニットＬをワイド状態から沈胴状態にする。この
とき、ストロボフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａとの係合を解除して、図７（
ｃ）の矢印Ｃ１方向に進む。そして、ストロボフォロワー３９は第３のストロボカム３０
ｃと係合して、ポジション３０ｃ１に位置する。
【００５４】
　本実施例では、第１のストロボカム３０ａと第２のストロボカム３０ｂとの間、第１の
ストロボカム３０ａと第３のストロボカム３０ｃとの間はそれぞれ連結されていない。例
えば、第１のストロボカム３０ａと第２のストロボカム３０ｂとの間を連結すると、スト
ロボフォロワー３９がポジション３０ａ１に位置する状態からポジション３０ａ２に位置
する状態にする際に、ポジション３０ｂ２に位置する状態となってしまう。すなわち、第
１のストロボカム３０ａをトレースせず、第２のストロボカム３０ｂをトレースしてしま
う。このようなことから、本実施例では、第１のストロボカム３０ａと第２のストロボカ
ム３０ｂとの間、第１のストロボカム３０ａと第３のストロボカム３０ｃとの間を分離し
ている。
【００５５】
　図１０は、収納状態となった発光部を、手動操作によって使用状態まで移動させる動作
を説明する図である。
【００５６】
　図１０（ａ）は、図８（ａ）または図８（ｃ）に示すように、発光部が収納状態となる
ときのスライダ３７とストロボホルダー４０８の突起４０８ｂとの関係を示している。図
１０（ａ）が、図８（ａ）に示す状態であるとき、ストロボカムフォロワー３９は第１の
ストロボカム３０ａに係合する。図１０（ａ）が、図８（ｃ）に示す状態であるとき、ス
トロボカムフォロワー３９は第２のストロボカム３０ｂに係合する。図１０（ａ）に示す
状態では、突起４０８ｂとＵ字部３７ａの壁３７ａ１との間に第１のクリアランスＫ１が
形成されている。この状態では、トグルばね４０９が発光ユニット１を付勢する方向Ｓは
、発光ユニット１を収納状態に向けて付勢する方向となる。
【００５７】
　図１０（ａ）に示す状態から発光ユニット１を手動操作によって使用状態に移動させる
際には、ストロボカバー２に形成した突起２ａに指を掛けて、矢印Ｒ方向に手動操作する
。発光ユニット１を手動操作によって矢印Ｒ方向に回転させると、第１のクリアランスＫ
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１がなくなって、突起４０８ｂがＵ字部３７ａの壁３７ａ１に当接する。
【００５８】
　図１０（ｂ）は、この状態を示している。本実施例では、図１０（ｂ）に示す状態とな
るとき、発光ユニット１が第１の状態にあるという。このとき、ストロボカバー２と本体
カバー９０１との間にクリアランスＴが形成される。図１０（ａ）の状態から図１０（ｂ
）の状態までは、手動操作によって発光ユニット１のみが移動し、スライダ３７は移動し
ない。
【００５９】
　図１０（ａ）の状態から図１０（ｂ）の状態までの間に必要な手動操作力はトグルばね
４０９が発光ユニット１を収納状態に付勢する付勢力より大きな力であればよい。すなわ
ち、比較的小さな操作力で、発光ユニット１は図１０（ａ）に示す収納状態から図１０（
ｂ）の状態まで移動させることができる。
【００６０】
　図１０（ｂ）に示す状態から、発光ユニット１をさらに矢印Ｒ方向に回転させると、突
起４０８ｂがＵ字部３７ａの壁３７ａ１を押圧して、スライダ３７も矢印Ｆ方向に移動す
る。図１０（ｃ）は発光ユニット１の回転軸であるストロボシャフト３０２、トグルばね
４０９が引っ掛けられる軸３０１ａと軸４１０とが一直線上に並んだ状態を示している。
この位置を越えると、トグルばね４０９が発光ユニット１を付勢する方向Ｓは、発光ユニ
ット１を使用状態に付勢する方向となる。
【００６１】
　図１０（ｂ）の状態から図１０（ｃ）の状態までの間に必要な手動操作力は、トグルば
ね４０９が発光ユニット１を収納状態に付勢する付勢力と、スライダ３７を移動させる力
との合力より大きな力を必要とする。
【００６２】
　スライダ３７を移動させるには、ストロボカムフォロワー３９と第１のストロボカム３
０ａまたは第２のストロボカム３０ｂとの係合を解除しなければならない。ストロボカム
フォロワー３９と第１のストロボカム３０ａまたは第２のストロボカム３０ｂとの係合を
解除するには、ストロボフォロワー３９が圧縮ばね４０の付勢力に抗して、スライダ３７
の内部に退避させる力が必要となる。
【００６３】
　すなわち、図１０（ｂ）の状態から図１０（ｃ）の状態までの間に必要な手動操作力は
、図１０（ａ）の状態から図１０（ｂ）の状態までの間に必要な手動操作力よりも大きく
なる。図１０（ｂ）の状態ではストロボカバー２と本体カバー９０１との間に形成される
クリアランスＴに指を掛けることができるので、発光ユニット１に力を掛けやすくなる。
【００６４】
　クリアランスＴが形成されない図１０（ａ）の状態から図１０（ｂ）の状態までの間で
は、ストロボカバー２の突起２ａを押し上げなければならないので、必要な手動操作力を
比較的小さくしている。突起２ａの大きさを大きくすれば、収納状態から大きな力で発光
ユニット１を押し上げることもできるが、突起２ａを大きくすることは、デジタルカメラ
のデザイン上、好ましくない。
【００６５】
　このような点を勘案して、本実施例のデジタルカメラでは、発光ユニット１を収納状態
から第１の状態までは小さな突起であっても、手動操作可能な操作力となるように、第１
のクリアランスＫ１を形成している。
【００６６】
　図１０（ｄ）は、図８（ｂ）または図８（ｄ）に示すように、発光部が収納状態となる
ときのスライダ３７とストロボホルダー４０８の突起４０８ｂとの関係を示している。図
１０（ｄ）が、図８（ｂ）に示す状態であるとき、ストロボカムフォロワー３９は第１の
ストロボカム３０ａに係合する。図１０（ｄ）が、図８（ｄ）に示す状態であるとき、ス
トロボカムフォロワー３９は第３のストロボカム３０ｃに係合する。図１０（ｄ）に示す



(11) JP 5534836 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

状態では、トグルばね４０９が発光ユニット１を付勢する方向Ｓは、発光ユニット１を使
用状態に向けて付勢する方向となる。この状態では、突起４０８ｂとＵ字部３７ａの壁３
７ａ２との間に第２のクリアランスＫ２が形成されている。
【００６７】
　また、図１０（ｄ）に示す状態となるとき、発光ユニット１はトグルばね４０９によっ
て使用状態に向けて付勢され、ストロボカムフォロワー３９は第１のストロボカム３０ａ
または第３のストロボカム３０ｃに係合する。ストロボカムフォロワー３９が第１のスト
ロボカム３０ａまたは第３のストロボカム３０ｃに係合し始めると、スライダ３７が図中
の右方向に引き寄せられる。これは、圧縮ばね４０によって付勢されたストロボカムフォ
ロワー３９が第１のストロボカム３０ａまたは第３のストロボカム３０ｃに挿入されるこ
とによって、スライダ３７を移動させているからである。これによって、図１０（ｄ）に
示す状態でも、突起４０８ｂとＵ字部３７ａの壁３７ａ１との間にクリアランスが形成さ
れることとなる。
【００６８】
　図１０（ｄ）に示す状態にて、発光ユニット１を手動操作によって図１０（ａ）に示す
状態に移動させる場合には、まず第２のクリアランスＫ２がなくなるまでの間は、トグル
ばね４０９の付勢力に抗する力のみで、発光ユニット１を押し下げることができる。その
後、突起４０８ｂがＵ字部３７ａの壁３７ａ２に当接して、スライダ３７を移動させて、
図１０（ａ）に示す状態となる。第２のクリアランスＫ２がなくなって、突起４０８ｂが
Ｕ字部３７ａの壁３７ａ２に当接する状態を第２の状態という。
【００６９】
　図１０（ａ）においても、圧縮ばね４０によって付勢されたストロボカムフォロワー３
９が第１のストロボカム３０ａまたは第２のストロボカム３０ｂに挿入されることで、ス
ライダ３７を移動させる。したがって、突起４０８ｂとＵ字部３７ａの壁３７ａ２との間
にクリアランスが形成されることとなる。
【００７０】
　以上、説明したように、本実施例のデジタルカメラによれば、撮像不能状態の一例であ
る電源オフから撮像可能状態の一例である電源オン状態としたときに、発光部は収納状態
から使用状態となる。そして、電源オン状態で発光部が使用状態となっているときに、手
動操作によって使用状態から収納状態とすることができ、発光部を収納状態のまま、電源
オフ状態とすることができる。さらに、電源オフ状態で発光部が収納状態となっていると
きに、手動操作によって収納状態から使用状態とすることができ、発光部を使用状態のま
ま、電源オン状態とすることができる。
【００７１】
　したがって、レンズ鏡筒ユニットに連動させて、発光部を使用状態と収納状態との間で
移動させるものでありながら、電源オン状態でも、電源オフ状態でも、手動操作によって
発光部を使用状態と収納状態との間で移動させることも可能となる。さらに、手動操作に
よって発光部を移動させた後は、発光部はその状態のまま、デジタルカメラの電源をオン
オフすることができる。すなわち、電源オン状態で発光部を手動操作によって収納し、電
源をオフにした場合にも、次に電源をオンすれば、発光部は収納状態から使用状態となる
。同様に、電源オフ状態で発光部を手動操作によって使用状態として、電源をオンにした
後、電源をオフすれば、発光部は使用状態から収納状態となる。
【００７２】
　そして、第１のクリアランスＫ１を形成することで、発光ユニット１を手動操作によっ
て、収納状態から使用状態に移動させる際には、スライダ３７が移動することなく、発光
ユニット１が収納状態から第１の状態まで移動する。そして、発光ユニット１とスライダ
３７とが一体となって動き出すときには、クリアランスＴが形成され、発光ユニット１に
大きな力を掛けやすくなる。
【符号の説明】
【００７３】
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　１　発光ユニット
　３０　駆動環
　３０ａ　第１のストロボカム
　３０ｂ　第２のストロボカム
　３０ｃ　第３のストロボカム
　３７　スライダ
　３９　ストロボフォロワー
　４４　駆動源

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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